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令和２年(2020年)１１月１０日

経済建設常任委員会委員 各位

都市建設部長

参考資料配付について

（函館市景観計画の改定（案），縄文遺跡群都市景観形成地域

景観形成計画の策定（案），函館市都市景観条例の一部改正（

案）に対するパブリックコメント（意見公募）手続の実施につ

いて）

このことについて，本市では「北海道・北東北の縄文遺跡群」の令和

３年(2021年)７月の世界遺産登録に向けた取り組みを進めるなかで，史

跡垣ノ島遺跡，史跡大船遺跡およびその周辺の景観を保全するため，両

遺跡およびその周辺の区域を函館市都市景観条例に基づく縄文遺跡群都

市景観形成地域に指定し，「函館市景観計画」の改定，「縄文遺跡群都

市景観形成地域景観形成計画」の策定および「函館市都市景観条例」の

一部改正を行おうとするものです。

この度，これらの改定等にあたり，函館市パブリックコメント（意見

公募）手続要綱に基づき，下記のとおり市民等からの意見を募集いたし

ます。

つきましては，委員の皆様へ公表する資料を配付させていただきます

ので，よろしくお願いいたします。

記

１ 案件名

⑴ 函館市景観計画の改定（案）

⑵ 縄文遺跡群都市景観形成地域景観形成計画の策定（案）

⑶ 函館市都市景観条例の一部改正（案）



２ 意見募集期間

令和２年(2020年)１１月１１日（水）～１２月１０日（木）

３ 結果公表の予定時期

令和２年(2020年)１２月中旬

４ 公表する資料

⑴ 函館市景観計画（案）・・・・・・・・・・・・・・・１ページ

⑵ 縄文遺跡群都市景観形成地域景観形成計画（案）・・２７ページ

⑶ 函館市都市景観条例の一部改正（案）の概要・・・・３３ページ

都市建設部まちづくり景観課

電話 ２１－３３８８



函 館 市  

函館市景観計画（ 案）

令和 ３ 年 年 ７ 月　 改定予定  ( 2021 )   

平成２ ４ 年 年 １ ２ 月　 改定( 2012 )

平成２ ０ 年 年 １ ０ 月　 策定( 2008 )

1



（ ４ ） 事前協議制度

（ ２ ） 届出の対象と なる建築物等の規模 20

（ ３ ） 建築物等の行為の制限の基準 14
① 住宅地景観ゾーン  

④ 景観形成街路沿道区域  17

22

第２ 章　 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 5

１ 　 景観計画区域

函館市景観計画　 目次

第１ 章　 景観計画の区域 1

3
２ 　 西部地区都市景観形成地域

３ 　 縄文遺跡群都市景観形成地域

1
2

１ 　 市全域における方針 5
２ 　 西部地区都市景観形成地域における方針 5
３ 　 西部地区都市景観形成地域における ゾーン 別の景観形成方針 6

（ １ ） 住宅地景観ゾーン の方針 7
（ ２ ） 住商複合地景観ゾーン の方針 7
（ ３ ） 港湾地景観ゾーン の方針 7
（ ４ ） 景観形成街路沿道区域の方針 8

18

第３ 章　 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 9

４ 　 縄文遺跡群都市景観形成地域における方針 8

9
（ １ ） 届出対象行為 9

１ 　 景観計画区域（ 都市景観形成地域を 除く ）

（ ２ ） 届出の対象と なる建築物等の規模 10
（ ３ ） 建築物等の行為の制限の基準

２ 　 西部地区都市景観形成地域

11

③ 港湾地景観ゾーン  

12
（ １ ） 届出対象行為およ び特定届出対象行為 12
（ ２ ） 届出の対象と なる建築物等の規模 13

14
② 住商複合地景観ゾーン  15

16

（ １ ） 対象区域 23

（ ３ ） 建築物等の行為の制限の基準 21

３ 　 縄文遺跡群都市景観形成地域 19
19

（ ４ ） 事前協議制度 24

23

（ ４ ） 事前協議制度

第４ 章
屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に
関する事項

23

１ 　 景観計画区域（ 市全域） に ついて　 市域全域（ 広告景観整備地区を 除く ） における行為の制限に関する事項

２ 　 都市景観形成地域と 景観形成協議街路について　 広告景観整備地区における行為の制限に関する事項

（ ３ ） 届出制度 24
（ ２ ） 広告物の表示ま たは掲出物件に関する基本方針 24

23

（ １ ） 届出対象行為およ び特定届出対象行為

2



図１ 　 景観計画の区域　

　 そ の後， 都市景観に対する市民の関心の高ま り など を 背景と し て， 平成７ 年３ 月に全市域を対象と し た

「 函館市都市景観条例」 を制定し ， 都市の街並みに大き な影響を 与える大規模な建築物や工作物の景観誘導

に取り 組んでき たと こ ろ であり ま す。

　 平成１ ６ 年１ ２ 月には， 近隣４ 町村と の合併によ っ て市域が拡大し ， 歴史的景観のみなら ず， 美し い自然

景観・ 山並み景観・ 漁村景観も有する都市と なり ， 時を 同じ く し て， わが国初の景観に関する総合的な法律

である 「 景観法」 が施行さ れま し た。

　 今後と も良好な景観形成の取り 組みを推進し ていく にあた り ， 市域全体において景観法に基づく 各種制度

の活用を可能と する ため， 函館市全域を景観計画区域と し ま す。

対象区域 区域面積

景観計画区域 函館市全域 約 ㎡677. 87k

第１章
 景観計画の区域

【景観法第８条第２項第１号関係】

1  景観計画区域

　 函館市では， 諸外国文化の流入と そ の強い影響を 受け， 異国情緒あふれる町並みを形成し ている西部地区

の歴史的景観を ， 市民共有の財産である と いう 認識のも と ， 将来と も保全し ， さ ら に良好なものへと 導く た

め， 昭和６ ３ 年４ 月に 「 函館市西部地区歴史的景観条例」 を 制定し ， 市民と 行政が一体と なっ て ， 様々な取

り 組みを行っ てき ま し た 。

1
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西部地区
都市景観形成地域

約120ha
　 弥生町， 大町の全部および船

見町， 弁天町， 末広町， 元町，

豊川町の一部（ 図２ のと おり ）

地 域 の 概 要    

　 安政６ 年（ １ ８ ５ ９ 年） 長崎・ 横浜と と も に国際貿易港
と し て開港し ， 諸外国の文化の流入と それによ る影響を 受
け， 異国情緒あふれる町並みが形成さ れ， 函館特有の坂道

や建築物等の歴史的文化的環境が現在も色濃く 残さ れてい

る地域

図２ 　 西部地区都市景観形成地域

2  西部地区都市景観形成地域

対象区域 区域面積

　 景観計画の区域のう ち ， 函館市都市景観条例第１ ０ 条の規定に基づき ， 「 西部地区都市景観形成地域」 と

し て指定し ている区域は， 歴史的な建造物が数多く 存在し ， 自然その他の環境と 一体と なっ て函館ら し い歴

史と 文化を 表現し ， 形づく っ ている景観を 有する地域であり ます。

こ の地域の景観形成にあた っ ては， 函館市全域における景観形成の方針およ び行為の制限よ り も さ ら にき  

め細かな景観形成の方針およ び行為の制限を定め， 今後と も ， 歴史性を生かし た新たな創造と 歴史的景観の

保全が一体と なっ た ， 調和のと れた活力ある町並みと し て， よ り 魅力的な誰もが住みた く なる よ う な

う るおいのある ま ち づく り を めざ し ま す。
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　 景観計画の区域のう ち ， 函館市都市景観条例第１ ０ 条の規定に基づき ， 「 縄文遺跡群都市景観形成地域」

と し て指定し ている区域は， 史跡垣ノ 島遺跡および史跡大船遺跡が所在し ， 本遺跡群と 一体と なっ て縄文時

代の佇まいを感じ さ せる遺跡景観を有する地域であり ま す。

こ の地域の景観形成にあた っ ては， 函館市全域における景観形成の方針およ び行為の制限よ り も さ ら にき  

め細かな景観形成の方針およ び行為の制限を定め， 今後と も ， 遺跡を 中心と し た景観保全や縄文時代の歴史

性を活かし た豊かなま ち づく り を めざ し ま す。

約82. 9ha

約61. 1ha

対象区域

約21. 8ha

縄文遺跡群
都市景観形成地域
（ 図３ のと おり ）

垣ノ 島遺跡地区

臼尻町の一部 図４ のと おり( ( ) )

計

大船遺跡地区

大船町の一部 図５ のと おり( ( ) )

3

　 史跡垣ノ 島遺跡と 史跡大船遺跡は， 縄文時代の集落遺跡

で， 竪穴建物跡や盛り 土遺構など 多数の貴重な遺構や遺物

が確認さ れ， 国指定の史跡にもなっ ている重要な遺跡であ

り ， 本遺跡群と 周辺は， 一体と なっ て縄文時代を感じ さ せ

る遺跡景観を有する地域

地 域 の 概 要    

 縄文遺跡群都市景観形成地域

区域面積

3
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「 国土地理院地図を加工し て作成」

図３ 　 縄文遺跡群都市景観形成地域

図４ 　 垣ノ 島遺跡地区 図５ 　 大船遺跡地区

4

6



 西部地区都市景観形成地域における方針

①　歴史的環境の保全

②　居住環境の質的向上

③　魅力ある環境の創出

　 西部地区都市景観形成地域においては， 良好な景観の形成を推進するため， ３ つの方針を 定めま

す。

2

1  市全域における方針

　 市全域においては， 良好な景観の形成を 推進する ため， ３ つの方針を定めま す。

①  函館らしさの保全・強調

　 函館ら し さ は， 主と し て函館の地勢や成り 立ちによ っ て形づく ら れているが， そ れら を保

全し ， さ ら に強調し ていき ま す。

②　函館の都市景観上の特徴の保全・活用

　 函館市の都市景観は， 他都市にはない多く の特徴をも っ ている が， そ れら を 保全し ， ま た

は積極的に活用し ていき ます。

③　豊かな都市環境の実現

　 都市景観の形成は， 個性・ 特徴の保全・ 強調・ 活用のみなら ず， 基本的に豊かな都市環境

を 実現し ていく ためのも のであり ま す。

第２章
 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

【景観法第８条第３項関係】

5
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3  西部地区都市景観形成地域におけるゾーン別の景観形成方針

　 西部地区都市景観形成地域については， 都市計画における用途地域など の地域の特性を踏まえ， 住

宅地景観ゾーン ， 住商複合地景観ゾーン ， 港湾地景観ゾーン の３ つの景観ゾーン を 定め， そ れぞれの

方針を 次のと おり 定め， 良好な景観の形成を誘導し ます。

　 ま た ， 特に伝統的建造物群保存地区と 一体と なっ た函館ら し い景観を有する道路のう ち ， 積極的に

都市景観の形成を図る必要がある道路（ 景観形成街路） に面し た区域を景観形成街路沿道区域と し て

指定し ， そ の区域における方針を 定め， よ り 良好な景観の形成を 誘導し ま す。

図６ 　 西部地区都市景観形成地域（ ゾーン 別）

（㋐の区域）

6
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　 　 都市施設の整備を はじ めと し て居住環境の向上に努め， 安全で快適な住宅地の形成

　

　 　 都市施設の整備を はじ めと し て居住環境の向上に努め， 安全で快適な住宅地の形成

　

　

　 市民のみなら ず市外から の来訪者にと っ ても ， 港に親し み， く つろ ぎの場と なる空間の創

造と ， 環境の整備を 図り ます。

　（３） 港湾地景観ゾーンの方針

①　個性と活力のある港湾地の形成

　 歴史を背景と し た個性を活かし ながら 港湾機能の質的な充実を 図り ， 活力のある港湾地の

形成を めざ し ま す。

②　まとまりのある景観の形成

　 新たな建築行為等にあっ ては， 周辺の歴史的環境と の調和を図り ， ま と ま り のある景観の

形成を めざ し ま す。

③　うるおいのある環境の整備

①　個性を活かした親しみと魅力ある商店街の形成

　 歴史を背景と し た個性を活かし ， 親し みのある商店街の形成を 図る と と も に ， 市民や市外

から の来訪者にと っ ても魅力ある商店街の形成をめざし ます。

②　まとまりのある景観の形成

　 新たな建築行為等にあっ ては， 周辺の歴史的環境と の調和を図り ， ま と ま り のある景観の

形成を めざ し ま す。

③　安全で快適な環境の整備

　 そ こ に住み， 働く 人たちに と っ ても ， 安全で快適な生活の場， 活動の場と し て整備を 図り

ま す。

　 歴史性と 地形上の特色を活かし ， よ り 魅力的で個性あふれる住宅地の形成を めざ し ま す。

②　安全で快適な居住環境の実現

　 都市施設の整備を はじ めと し て居住環境の向上に努め， 安全で快適な住宅地の形成を めざ

し ます。

③　成熟したコミュニテイの維持

　 市民生活の基盤と なっ ている成熟し たコ ミ ュ ニ テ イ については， 景観形成にも不可欠であ

り ， そ の維持に努めます。

　（２） 住商複合地景観ゾーンの方針

　（１） 住宅地景観ゾーンの方針

①　個性を活かした住宅地の形成

7
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 縄文遺跡群都市景観形成地域における方針

①　地理的・自然的な環境の維持

②　眺望景観の保全　

③　遺跡と生活環境が調和した景観形成の実現

　（４） 景観形成街路沿道区域の方針

①　函館らしさを際立たせる景観の形成

③　各ゾーンの基本方針の尊重

　 こ の区域は， 住宅地景観ゾーン ， 住商複合地景観ゾーン 、 港湾地景観ゾーン にま たがる こ

と から ， 属する景観ゾーン の基本方針を踏まえながら ， こ の区域の基本方針と と も に， 望ま

し い景観の形成をめざし ます。

　 縄文遺跡群都市景観形成地域においては， 良好な景観の形成を 推進する ため， ３ つの方針を定めま

す。

4

　 新たな建築行為等にあっ ては， 周辺の伝統的建造物群保存地区と の連続性に配慮し た景観

の形成をめざし ます。

　 函館の歴史性と 地形上の特色を 活かし ， よ り 函館ら し さ を 際立たせる景観の形成をめざし

ま す。

②　伝統的建造物群保存地区との連続性のある景観の形成

8
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※　 届出対象行為は， 誘導基準に適合し ない場合， 景観法第１ ６ 条第３ 項の規定に基づく 勧告の対象 

　 　 と なり ま す。

1  景観計画区域（都市景観形成地域を除く）

　 大規模な建築物や工作物は， そ の規模， 恒久性から ， 街並みの景観に大きな影響を与える こ と があ

り ま す。

　 良好な景観の形成のために， 一定規模以上の建築行為等に対し ての誘導基準を定め， 景観誘導を行

いながら ， 魅力的な都市空間の創造を 図り ます。

（１）届出対象行為　【景観法第１６条第１項関係】

　 一定規模以上の建築物等の新築， 増築， 改築， 移転， 除却， 大規模の修繕， 大規模の模様替

え， 外観の過半にわたる色彩の変更

第３章
 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

【景観法第８条第２項第２号関係】
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建 高

さ

床

面

物 積

工

高

作

さ

物

高さ ＞20m

高さ ＞13m
高さ ＞10m

床面積＞ ㎡ 床面積＞ ㎡ 床面積＞ ㎡500 1, 500 3, 000

高さ ＞20m

高さ ＞13m
　 　 高さ ＞10m

＊電線， 電信線およ びそ の支
　 持物にあっ ては ｍを 超13
　 える もの

＊電線， 電信線およ びそ の支
　 持物にあっ ては ｍを 超13
　 える もの

＊電線， 電信線およ びそ の支持物
　 にあっ ては ｍを 超えるも の20

建

築

物

イ

メ

Ｉ

ジ

図

工

作

物

ｍを 超えるも の ｍを 超えるも の ｍを超える もの10 13 20
＊建築物と 一体と なっ て設置
　 さ れた工作物は， そ の高さ
　 が５ ｍを 超え， かつ， 建築
　 物の高さ と の合計が ｍ10
　 を超える もの

＊建築物と 一体と なっ て設置
　 さ れた工作物は， そ の高さ
　 が５ ｍを 超え， かつ， 建築
　 物の高さ と の合計が ｍ13
　 を超える もの

＊建築物と 一体と なっ て設置さ れ
　 た工作物は， そ の高さ が ｍ10
　 を超え， かつ ， 建築物の高さ と
　 の合計が ｍを超える もの20

ｍを 超えるも の ｍを 超えるも の ｍを超える もの10 13 20

築

㎡を 超えるも の ㎡を超える もの ㎡を 超えるも の500 1, 500 3, 000

地 都市計画区域外の区域　 第２ 種住居地域　 　 　 　 　 　 　 工業地域 　 　 　    
区 準住居地域　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工業専用地域   

域 第２ 種低層住居専用地域 第２ 種中高層住居専用地域 商業地域 　 　 　    
・ 市街化調整区域　 　 　 　 　 第１ 種住居地域 　 　 　 　 　 準工業地域　 　       

（２）届出の対象となる建築物等の規模　【景観法第１６条第７項第１１号関係】

届出対象規模（ 表のいずれかに該当する も の ）

地 第１ 種低層住居専用地域 第１ 種中高層住居専用地域 近隣商業地域　   

高さ ＞5m ＞10m 高さ ＞5m ＞13m

高さ ＞10m
高さの

合計 ＞20m

高さの

合計高さの

合計
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次に掲げる基準を ， 行為の制限に関する誘導基準と し ま す。

建築物■  

工作物■  

そ
の
他

照　 　 明 　 周辺への影響に配慮し ， かつ ， 地域の状況に応じ たも のと する 。

広 告 物  　 集約化する と と も に形態， 色彩について配慮する 。

項　 　 目 誘　 　 導　 　 基　 　 準　 　

形
態
・
意
匠

全　 　 般
　 周辺の景観と の調和に配慮する と と も に ， 建築物本体に設置する も のにあっ ては， 本

体と の調和や一体感にも 配慮する 。

色　 　 彩 　 周辺の景観と の調和や主要な眺望点から の景観に配慮する 。

材　 　 料 　 時間の経過や潮風によ る退色， 損耗， 汚れに強いものを 使用する 。

　 周辺の景観と の調和に配慮する と と も に ， 位置の工夫や， 植栽等によ る修景を 行う 。

照　 　 明
　 周辺への影響に配慮する と と も に ， 地域の状況に応じ ， ラ イ ト ア ッ プ など 効果的な照

明を 行い， 夜間景観の演出に努める 。

広 告 物  
　 建築物本体やオ ープ ン ス ペース に設置する 広告物は， 集約化する と と も に形態， 色彩

について配慮する 。

色　 　 彩
　 基調と なる色彩は， 周辺の景観と の調和や主要な眺望点から の景観に配慮し 落ち 着い

た色調のも のと する 。

材　 　 料 　 外壁， 屋根は， 時間の経過や潮風によ る 退色， 損耗， 汚れに強いも のを 使用する 。

そ
の
他

外構・ 附属
建築物等

　 建築物本体およ び周辺の景観と の調和に配慮する と と も に ， 敷地内の緑化等によ る 修

景を 行う 。

屋外駐車場等

　 屋上設備については， 壁面を 立ち上げるか， ま たはルーバー等によ り 適切な覆いを す2
　 る など ， 道路等の空間から 見えないよ う にする 。

屋外階段
　 ルーバー等によ り 露出し ないよ う にする 。 露出する場合は， 形態， 色彩に配慮し ， 建

築物本体と 一体感のある も のと する 。

ベラ ン ダ ・
バルコ ニ ー

　 空調の室外機， 洗濯物等が， 道路等の公共空間から 直接見えに く い構造， 意匠と なる

よ う 配慮する 。

形
態
・
意
匠

全　 　 般

　 建築物全体を 統一感のある も のと する と と も に ， 周辺の景観と の調和に配慮する 。1
　 立地場所が街角ま たはア イ ス ト ッ プ にある 場合は， 道路等の公共空間から 見たデザイ2

　 ン に配慮する 。

壁面設備
　 給水管， ダ ク ト 等は， 外壁面に露出し ないよ う 配慮する 。 露出する 場合は， 壁面と 同

色の仕上げを 施すなど の配慮を する 。

屋根・ 屋上

　 傾斜屋根と する など ， 主要な眺望点から の景観に配慮し たデザイ ン と する ｡1

（３）建築物等の行為の制限の基準　【景観法第８条第４項第２号関係】

項　 　 目 誘　 　 導　 　 基　 　 準　 　

配　 　 置
　 街並みの連続性や道路等の公共空間と の一体性に配慮する 。1
　 ゆと り やう る おいのある オ ープ ン ス ペース の確保に努める 。2

11

13



① 　 建築物等の新築（ 工作物に あ っ て は新設） ， 増築， 改築， 移転ま たは除却 
② 　 建築物等の修繕， 模様替え ， 色彩の変更でそ の外観を 変更する こ と と なる も の 
③ 　 宅地の造成そ の他の土地の形質の変更 
④ 　 木竹の伐採 
⑤ 　 土石類の採取 
⑥ 　 水面の埋立て 
⑦ 　 そ の他都市景観の形成に影響を 及ぼすおそ れのある 行為で市長が別に定める も の 

　

図６ 　 西部地区都市景観形成地域（ ゾーン 別）

（１）届出対象行為および特定届出対象行為　【景観法第１６条第１項，第１７条第１項関係】

　 次に掲げる行為を ， 届出対象行為と し ， 下線で示し ている行為を 特定届出対象行為と し ま す。

※ 届出対象行為は， 景観形成基準に適合し ない場合， 景観法第１ ６ 条第３ 項の規定に基づく 勧告の対象 

　 と なり ま す。

※ 特定届出対象行為は， 景観形成基準に適合し ない場合， 景観法第１ ７ 条第１ 項の規定に基づく 変更命 

　 令の対象と なり ま す。

2  西部地区都市景観形成地域

（㋐の区域）
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（２）届出の対象となる建築物等の規模　【景観法第１６条第７項第１１号関係】

建築物， 建築設備

・ 新築， 増築， 改築， 移転 高さ が１ ０ ｍま たは床面積の合計が１ ０ ㎡を 超える も の  

・ 外観を 変更する こ と と な  
　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更建

 
築
 
物

高さ が８ ｍを超える もの

煙突， 排気塔等 高さ が６ ｍを超える もの

ア ン テ ナ

そ の行為に係る外観の部分の面積の合計が外観全体の面
積の１ ／２ を超える もの（ 以下同じ 。 ）

・ 除却 床面積の合計が１ ０ ㎡を 超えるも の  

塀， 門

・ 新築， 増築， 改築， 移転  
・ 外観を 変更する こ と と な  

　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更
・ 除却  

高さ が１ ５ ｍを超える もの.

立体駐車場

高さ が１ ５ ｍを超える もの.石油， ガス ， 穀類，
飼料等の貯蔵施設

自動販売機

工
　
作
　
物

擁壁， 護岸等

・ 新設， 増築， 改築， 移転  
・ 外観を 変更する こ と と な  

　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更
・ 除却  

高さ が１ ５ ｍを超える もの.垣， 柵等

高架水槽， 冷却塔等

街路灯， 照明灯等

高さ が１ ５ ｍを超える もの.

高さ が４ ｍを超える もの

装飾塔， 記念塔，
物見塔， 電波塔等

高さ が４ ｍを超える もの

全て風力発電設備， 太
陽光発電設備等

記念碑， 彫像等 高さ が４ ｍを超える もの
高さ が１ ｍま たは幅が１ ｍま
たは水平投影面積が０ ５ ㎡を.
超える も の

届 出 対 象 行 為     

木竹の伐採

日よけ

土石類の採取
採取後の地形の変更面積が１ ０ ㎡を 超える も ので， 高さ が
１ ５ ｍを 超える 法を 生ずる 切土， 盛土を 伴う も の.

電気供給電線路，
有線電機通信線
路， 空中線系 高さ が１ ３ ｍを 超えるも の

鉄筋コ ン ク リ ー ト 造
の柱， 鉄柱， 木柱等

景観形成街路沿道区域を
除く 区域

景観形成街路沿道区域

水面の埋立て 面積が１ ０ ㎡を 超えるも の

開発行為
面積が１ ０ ㎡を 超える も ので， 高さ が１ ５ ｍを 超える 法を.
生ずる切土， 盛土を 伴う も の

森林病害虫防除以外の木竹の伐採， 樹高が１ ０ ｍ以上ま た
は地上１ ５ ｍの高さ における 幹周が１ ｍを 超える も の.

種　 　 別

ア ス フ ァ ルト プ ラ ン
ト ， コ ン ク リ ー ト プ
ラ ン ト ， ク ラ ッ
シ ャ ープ ラ ン ト 等

メ リ ーゴ ーラ ウ ン ド ，
観覧車， 飛行塔， コ ー
ス タ ー， ウ ォ ー タ ー
シュ ート 等

届 出 対 象 規 模     
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次に掲げる基準を ， 行為の制限に関する景観形成基準と し ま す。

建築物■

工作物■

そ の他■

　 戸建て住宅に付随する 駐車場を 除き ， 駐車台数５ 台以上の路外駐車場を 整備する場合は， 公道
に面し ， 生垣や板塀等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮する 。

土地の形質
の　 変　 更

　 土地の形質の変更を 行う と き は， 変更後の土地の形質の状態が周辺の景観と 調和のと れたも の
と する 。

木竹の保存

植　 　 　 栽
　 敷地内の空地およ びのり 面は， 植栽等によ る 修景を する など 周辺の景観に調和する よ う 配慮す
る 。

規　 　 　 模
　 高さ は１ ３ ｍ以下と する 。 た だ し ， 建築物の屋上に設置さ れる ア ン テ ナは， 建築物本体から の
高さ が３ ｍ以下と する 。

土石類の採取 　 土石類の採取を 行う と き は， 採取後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

外観の意匠
およ び色彩

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

合は， 格子やルーバー， 植栽等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮

外観の色彩

　 外壁等の色彩は， 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等と の調和のと れた色彩に配慮し ， 外壁の色彩は日本工業規格のＺ に定8721
　 める色相， 明度およ び彩度の三属性によ る 赤 Ｒ ， 橙 Ｙ Ｒ ， 黄 Ｙ の色相においては彩度( ) ( ) ( )
　 ６ 以下， そ の他の色相においては彩度４ 以下を 基調と する 。 た だ し ， 窓枠や柱型など ， 化粧
　 と し て使用する 部分については， こ の限り ではない。

　 共同住宅等のア ン テ ナは， 共聴ア ン テ ナ と し ， 各戸のバルコ ニ ーへの設置は， でき る 限り2
　 避ける 。

道や 公園， 公共施設等の 公共的な場所か ら 直接見え ない よ う 配慮する 。 やむ を 得ない 場
建 築 設 備   
など の位置
およ び形態

位　 　 　 置

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

規　 　 　 模

外観の意匠

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

　 主要な公道 電車路線道路， バス路線道路， 西部臨港通 の交差点に面し た場所では， ア イ3 ( )
　 ス ト ッ プ と なる こ と を 意識し た正面性のある 意匠と なる よ う 配慮する 。

　 高さ は１ ３ ｍ以下と する 。 エ レ ベータ ー機械室， 階段室そ の他こ れら に類する 建築物の屋上部
分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の１ ／８ 以内の場合においては， そ の部分の高
さ の５ ｍま では当該建築物の高さ に算入し ない。 建築物の屋上に設置さ れる高架水槽およ び冷却
塔は， 建築物本体から の高さ が５ ｍ以下と する 。

た だ し ， 市長が 函館市都市景観審議会の意見を 聴い た 上で景観上支障がない と 認め る 場

合は， こ の限り ではない。

　① 住宅地景観ゾーン

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

敷地内の位置

　 町並みの連続性に配慮し ， 壁面の位置や建物の配置など ， 周辺の建物と 調和のと れたも の1
　 と する 。

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

（３）建築物等の行為の制限の基準　【景観法第８条第４項第２号関係】

駐　 車　 場

する 。

　 風道， 煙突， 給排水管， 配電管， 高架水槽， 冷却塔そ の他こ れら に類する 建築設備は， 公1

　 携帯電話基地局の鉄塔， 鋼管柱やア ン テ ナを 設置する 場合は， 他の事業者と の共同設置や2
　 共用化等について協議し ， でき る限り 共用化し 設置する 。

　 樹高１ ０ ｍ以上ま たは地上１ ． ５ ｍの高さ における 幹の周囲が１ ｍを 超える 樹木は， 保存に努
めなければなら ない。 た だ し ， 枯死や害虫被害等， ま たは建て替え等によ り ， やむを 得ず伐採し
なければなら ないと き は， こ の限り ではない。
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建築物■

工作物■

そ の他■

木竹の保存

　 土地の形質の変更を 行う と き は， 変更後の土地の形質の状態が周辺の景観と 調和のと れたも の
と する 。

外観の意匠
およ び色彩

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 風道， 煙突， 給排水管， 配電管， 高架水槽， 冷却塔そ の他こ れら に類する 建築設備は， 公1

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

規　 　 　 模

外観の意匠

外観の色彩

　 外壁等の色彩は， 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等と の調和のと れた色彩に配慮し ， 外壁の色彩は日本工業規格のＺ に定8721
　 める色相， 明度およ び彩度の三属性によ る 赤 Ｒ ， 橙 Ｙ Ｒ ， 黄 Ｙ の色相においては彩度( ) ( ) ( )
　 ６ 以下， そ の他の色相においては彩度４ 以下を 基調と する 。 た だ し ， 窓枠や柱型など ， 化粧
　 と し て使用する 部分については， こ の限り ではない。

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

建 築 設 備   
など の位置
およ び形態

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

規　 　 　 模

敷地内の位置

　 主要な公道 電車路線道路， バス路線道路， 西部臨港通 の交差点に面し た場所では， ア イ3 ( )
　 ス ト ッ プ と なる こ と を 意識し た正面性のある 意匠と なる よ う 配慮する 。

　② 住商複合地景観ゾーン

項　 　 目

位　 　 　 置 　 携帯電話基地局の鉄塔， 鋼管柱やア ン テ ナを 設置する 場合は， 他の事業者と の共同設置や2
　 共用化等について協議し ， でき る かぎ り 共用化し 設置する 。

　 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

１ ／８ 以内の場合においては， 図３ の㋐の区域ではそ の部分の高さ の５ ｍま で， 図３ の㋐の区域
以外の区域ではそ の部分の高さ の７ ｍま では当該建築物の高さ に算入し ない。 建築物の屋上に設
置さ れる 高架水槽およ び冷却塔は図３ の㋐の区域では建築物本体から の高さ が５ ｍ以下， 図３ の
㋐の区域以外の区域では建築物本体から の高さ が７ ｍ以下と する 。

合は， こ の限り ではない。

合は， 格子やルーバー， 植栽等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮

段室そ の他こ れら に類する 建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の

た だ し ， 市長が 函館市都市景観審議会の意見を 聴い た 上で景観上支障がない と 認め る 場

　 樹高１ ０ ｍ以上ま たは地上１ ． ５ ｍの高さ における 幹の周囲が１ ｍを 超える 樹木は， 保存に努
めなければなら ない。 た だ し ， 枯死や害虫被害等， ま たは建て替え等によ り ， やむを 得ず伐採し
なければなら ないと き は， こ の限り ではない。

道や 公園， 公共施設等の 公共的な場所か ら 直接見え ない よ う 配慮する 。 やむ を 得ない 場

　 高さ は１ ３ ｍ以下と する 。 た だ し ， 建築物の屋上に設置さ れる ア ン テ ナは， 図３ の㋐の区域で
は建築物本体から の高さ の３ ｍ以下， 図３ の㋐の区域以外の区域では建築物本体から の高さ が７
ｍ以下と する 。

高さ は２ ５ ｍ以下と し ， 図３ の ㋐の 区域では１ ３ ｍ以下と する 。 エ レ ベ ータ ー機械室， 階

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1

　 町並みの連続性に配慮し ， 壁面の位置や建物の配置など ， 周辺の建物と 調和のと れたも の1
　 と する 。

駐　 車　 場
　 戸建て住宅に付随する 駐車場を 除き ， 駐車台数５ 台以上の路外駐車場を 整備する場合は， 公道
に面し ， 生垣や板塀等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮する 。

植　 　 　 栽
　 敷地内の空地およ びのり 面は， 植栽等によ る 修景を する など 周辺の景観に調和する よ う 配慮す
る 。

土石類の採取 　 土石類の採取を 行う と き は， 採取後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

土地の形質
の　 変　 更

する 。

　 共同住宅等のア ン テ ナは， 共聴ア ン テ ナ と し ， 各戸のバルコ ニ ーへの設置は， でき る 限り2
　 避ける 。
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建築物■

工作物■

そ の他■

水面の埋立て 　 水面の埋立てを 行う と き は， 埋立て後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

木竹の保存
　 樹高１ ０ ｍ以上ま たは地上１ ． ５ ｍの高さ における 幹の周囲が１ ｍを 超える 樹木は， 保存に努
めなければなら ない。 た だ し ， 枯死や害虫被害等， ま たは建て替え等によ り ， やむを 得ず伐採し
なければなら ないと き は， こ の限り ではない。

植　 　 　 栽
　 敷地内の空地およ びのり 面は， 植栽等によ る 修景を する など 周辺の景観に調和する よ う 配慮す
る 。

土石類の採取 　 土石類の採取を 行う と き は， 採取後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

土地の形質
の　 変　 更

　 土地の形質の変更を 行う と き は， 変更後の土地の形質の状態が周辺の景観と 調和のと れたも の
と する 。

駐　 車　 場
　 戸建て住宅に付随する 駐車場を 除き ， 駐車台数５ 台以上の路外駐車場を 整備する場合は， 公道
に面し ， 生垣や板塀等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮する 。

　 共同住宅等のア ン テ ナは， 共聴ア ン テ ナ と し ， 各戸のバルコ ニ ーへの設置は， でき る 限り2
　 避ける 。

道や 公園， 公共施設等の 公共的な場所か ら 直接見え ない よ う 配慮する 。 やむ を 得ない 場

する 。

建 築 設 備   
など の位置
およ び形態

　 風道， 煙突， 給排水管， 配電管， 高架水槽， 冷却塔そ の他こ れら に類する 建築設備は， 公1

合は， 格子やルーバー， 植栽等によ り 目隠し を するなど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮

外観の意匠
およ び色彩

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

規　 　 　 模

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 携帯電話基地局の鉄塔， 鋼管柱やア ン テ ナを 設置する 場合は， 他の事業者と の共同設置や2
　 共用化等について協議し ， でき る かぎ り 共用化し 設置する 。

　 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

　 高さ は２ ０ ｍ以下と する 。 た だ し ， 建築物の屋上に設置さ れる ア ン テ ナは， 建築物本体から の
高さ が７ ｍ以下と する 。

外観の色彩

　 外壁等の色彩は， 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等と の調和のと れた色彩に配慮し ， 外壁の色彩は日本工業規格のＺ に定8721
　 める色相， 明度およ び彩度の三属性によ る 赤 Ｒ ， 橙 Ｙ Ｒ ， 黄 Ｙ の色相においては彩度( ) ( ) ( )
　 ６ 以下， そ の他の色相においては彩度４ 以下を 基調と する 。 た だ し ， 窓枠や柱型など ， 化粧
　 と し て使用する 部分については， こ の限り ではない。

項　 　 目

位　 　 　 置

　 町並みの連続性に配慮し ， 壁面の位置や建物の配置など ， 周辺の建物と 調和のと れたも の1
　 と する 。

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

外観の意匠

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

規　 　 　 模

　 高さ は２ ０ ｍ以下と する 。 エ レ ベータ ー機械室， 階段室そ の他こ れら に類する 建築物の屋上部
分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の１ ／８ 以内の場合においては， そ の部分の高
さ の７ ｍま では当該建築物の高さ に算入し ない。 建築物の屋上に設置さ れる高架水槽およ び冷却
塔は， 建築物本体から の高さ が７ ｍ以下と する 。

合は， こ の限り ではない。

た だ し ， 市長が 函館市都市景観審議会の意見を 聴い た 上で景観上支障がない と 認め る 場

　③ 港湾地景観ゾーン

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

敷地内の位置

　 主要な公道 電車路線道路， バス路線道路， 西部臨港通 の交差点に面し た場所では， ア イ3 ( )
　 ス ト ッ プ と なる こ と を 意識し た正面性のある 意匠と なる よ う 配慮する 。
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建築物■

工作物■

外観の意匠
およ び色彩

　 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

　 色彩は， 建築物の外観の色彩基準と 同様と する 。3

項　 　 目

　 記念碑， 彫像そ の他こ れら に類する も のを 設置する 場合は， １ 敷地に対し １ 基と し ， 高さ2
　 ２ ｍ以下， 幅２ ｍ以下， 水平投影面積１ ㎡以下と する 。規　 　 模

　 そ れぞれの景観ゾーン の高さ に よ る 。1

た だ し ， 市長が 函館市都市景観審議会の意見を 聴い た 上で景観上支障がない と 認め る 場

　 合は， こ の限り ではない。

　 携帯電話基地局の鉄塔， 鋼管柱やア ン テ ナを 設置する 場合は， 他の事業者と の共同設置や2
　 共用化等について協議し ， でき る限り 共用化し 設置する 。

位　 　 置

規　 　 　 模

　 そ れぞれの景観ゾーン の高さ に よ る 。1
　 八幡坂や二十間坂の沿道では， 海水面の広がり や函館山の稜線を 保全する ため， 眺望的景2

　 観の広がり を 阻害し ないよ う 配慮する 。

　 主要な眺望点（ ふれあいイ カ 広場） から ， 歴史的建物（ 旧函館区公会堂， 函館ハリ ス ト ス3
　 正教会， カ ト リ ッ ク 元町教会） の視線上に建てる 建物が， 歴史的建物のス カ イ ラ イ ン （ 輪郭
　 線） を 分断し ないよ う 配慮する 。

外観の色彩

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1

　 景観形成街路の交差点， 突き 当た り に面し た場所では， ア イ ス ト ッ プ と なる こ と を 意識し3
　 た正面性のある 意匠と なる よ う 配慮する 。

　 外壁等に用いる 材料およ び仕上げは， 歴史文化景観に調和する よ う 配慮する 。5

外観の意匠

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

　④ 景観形成街路沿道区域

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

敷地内の位置

　 町並みの連続性に配慮し ， 壁面の位置や建物の配置など ， 周辺の建物と 調和のと れたも の1
　 と する 。

　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )
　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

　 携帯電話基地局の鉄塔， 鋼管柱など は， 地上から 立ち 上げないも のと する 。3

　 景観形成上重要な役割を なし ている石垣が敷地内に存在する 場合は， 積極的に利活用する 。4

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 擁壁に用いる材料およ び仕上げは， 歴史文化景観に調和する よ う 配慮する 。5

　 外壁等の色彩は， 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1
　 公道に面し ている 外壁の基調色は， 日本工業規格のＺ に定める 色相， 明度およ び彩度の2 8721

　 三属性によ る 赤 Ｒ ， 橙 Ｙ Ｒ ， 黄 Ｙ の色相においては彩度６ 以下， そ の他の色相におい( ) ( ) ( )
　 ては彩度４ 以下を 基調と する 。 ただ し ， 窓枠や柱型など ， 化粧と し て使用する 部分について
　 は， こ の限り ではない。

　 周辺の景観と 調和のと れた落ち 着いた意匠と する 。1
　 景観形成上重要な役割を なし ている建築物等 文化財， 景観形成指定建築物等 の周辺では，2 ( )

　 そ れら の建築物等を 阻害し ないよ う 配慮する 。

　 公道に面し ている 壁面は， 公道に対し て圧迫感を 与えないよ う ， 窓を 設ける こ と や分節化4
　 を する など ， 周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

　 自動販売機を 設置する 場合は， 建物と 一体的に設置する よ う 配慮し ， 色彩については， 建6
　 物や周辺の景観と 調和する よ う 配慮する 。
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そ の他■

（４）事前協議制度

土地の形質
の　 変　 更

　 土地の形質の変更を 行う と き は， 変更後の土地の形質の状態が周辺の景観と 調和のと れたも の
と する 。

木竹の保存

　 水面の埋立てを 行う と き は， 埋立て後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

　 敷地内の空地およ びのり 面は， 植栽等によ る 修景を するなど 周辺の景観に調和する よ う 配1
　 慮する 。

　 樹高１ ０ ｍ以上ま たは地上１ ． ５ ｍの高さ における 幹の周囲が１ ｍを 超える 樹木は， 保存に努
めなければなら ない。 た だ し ， 枯死や害虫被害等， ま たは建て替え等によ り ， やむを 得ず伐採し
なければなら ないと き は， こ の限り ではない。

植　 　 　 栽

項　 　 目

門， 塀
垣， 柵

　 門の高さ は， ３ ｍ以下， 塀， 垣， 柵の高さ は２ ｍ以下と する 。1

　 風力発電設備を 設置する 場合は， 公共的な場所から 直接見えないよ う 配慮する 。4

建 築 設 備   
など の位置
およ び形態

　 風道， 煙突， 給排水管， 配電管， 高架水槽， 冷却塔そ の他こ れら に類する 建築設備は， 公1

　 門， 塀， 垣， 柵に用いる 材料， 仕上げおよ び色彩は， 歴史文化景観に調和する よ う 配慮2
　 する 。

駐　 車　 場

　 する 。

　 共同住宅等のア ン テ ナは， 共聴ア ン テ ナ と し ， 各戸のバルコ ニ ーへの設置は， でき る 限り2
　 避ける 。

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 既存の植栽は， 積極的に修景に活かすも のと する 。2

　 公道に面し 駐車場を 整備する場合は， 生垣や板塀等によ り 目隠し を する など ， 周辺の景観1
　 に調和する よ う 配慮する 。
　 車庫を 道路から 見える 位置に設置する 場合は， 建物の外観の色彩と 調和のと れたも のと す2

　 る 。

　 合は， 格子やルーバー， 植栽等によ り 目隠し を する など ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮

　 土石類の採取を 行う と き は， 採取後の状態が周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。

水面の埋立て

土石類の採取

　 屋根設置型の太陽光・ 太陽熱発電設備を 設置する場合は， 目立たないよ う 配慮する 。3
　 地上設置型の太陽光発電設備を 設置する 場合は， 公共的な場所から 直接見えないよ う 配慮 

　 する 。

　 景観形成街路沿道区域においては， 事前協議制度を導入し ， 当該区域で建築物および工作物の新

築・ 増築・ 改築もし く は移転， 外観を 変更する こ と と なる修繕も し く は模様替えま たは色彩の変更

等を行う 場合， 景観法に基づく 届出に先立っ て ， 計画の初期段階において行為を し よ う と する者と

市が事前協議を 行う こ と によ り ， よ り 積極的な景観誘導を図り ま す。

道や 公園， 公共施設等の 公共的な場所か ら 直接見え ない よ う 配慮する 。 やむ を 得ない 場
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「 国土地理院地図を加工し て作成」

① 　 建築物等の新築（ 工作物に あ っ て は新設） ， 増築， 改築， 移転ま たは除却 
② 　 建築物等の修繕， 模様替え ， 色彩の変更でそ の外観を 変更する こ と と なる も の 
③ 　 宅地の造成そ の他の土地の形質の変更 
④ 　 木竹の伐採 
⑤ 　 土石類の採取 
⑥ 　 水面の埋立て 
⑦ 　 屋外における 土石， 廃棄物， 再生資源そ の他の物件の堆積   
⑧ 　 そ の他景観の形成に影響を 及ぼすおそ れのある 行為で市長が別に定める も の 

図５ 　 大船遺跡地区図４ 　 垣ノ 島遺跡地区

※ 届出対象行為は， 景観形成基準に適合し ない場合， 景観法第１ ６ 条第３ 項の規定に基づく 勧告の対象 

　 と なり ま す。

※ 特定届出対象行為は， 景観形成基準に適合し ない場合， 景観法第１ ７ 条第１ 項の規定に基づく 変更命 

　 令の対象と なり ま す。

（１）届出対象行為および特定届出対象行為　【景観法第１６条第１項，第１７条第１項関係】

　 次に掲げる行為を ， 届出対象行為と し ， 下線で示し ている行為を 特定届出対象行為と し ま す。

4  縄文遺跡群都市景観形成地域
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街路灯， 照明灯等 高さ が４ ｍを超える もの

自動販売機

風力発電設備， 太
陽光発電設備等

物件の堆積
堆積する期間が９ ０ 日を 超え， 面積が５ ０ ㎡を 超えるも
のま たは高さ が１ ． ５ ｍを超える もの

水面の埋立て 面積が１ ０ ㎡を 超えるも の

開発行為
面積が１ ０ ㎡を 超える も ので， 高さ が１ ５ ｍを 超える 法を.
生ずる切土， 盛土を 伴う も の

木竹の伐採
森林病害虫防除以外の木竹の伐採， 樹高が１ ０ ｍ以上ま た
は地上１ ５ ｍの高さ における 幹周が１ ｍを 超える も の.

土石類の採取
採取後の地形の変更面積が１ ０ ㎡を 超える も ので， 高さ が
１ ５ ｍを 超える 法を 生ずる 切土， 盛土を 伴う も の.

記念碑， 彫像等

立体駐車場

高さ が１ ５ ｍを超える もの.

ア ス フ ァ ルト プ ラ ン
ト ， コ ン ク リ ー ト プ
ラ ン ト ， ク ラ ッ
シ ャ ープ ラ ン ト 等

石油， ガス ， 穀類，
飼料等の貯蔵施設

メ リ ーゴ ーラ ウ ン
ド ， 観覧車， 飛行
塔， コ ース タ ー ，
ウ ォ ー タ ーシ ュ ート
等

電気供給電線路，
有線電機通信線
路， 空中線系 高さ が１ ３ ｍを 超えるも の

鉄筋コ ン ク リ ー ト 造
の柱， 鉄柱， 木柱等

高さ が８ ｍを超える もの

煙突， 排気塔等 高さ が６ ｍを超える もの

ア ン テ ナ 高さ が１ ５ ｍを超える もの.
装飾塔， 記念塔，
物見塔， 電波塔等

高さ が４ ｍを超える もの

塀， 門

・ 新築， 増築， 改築， 移転  
・ 外観を 変更する こ と と な  

　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更
・ 除却  

高さ が１ ５ ｍを超える もの.

工
 
作
 
物

擁壁， 護岸等

・ 新設， 増築， 改築， 移転  
・ 外観を 変更する こ と と な  

　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更
・ 除却  

高さ が１ ５ ｍを超える もの.垣， 柵等

日よけ

高架水槽， 冷却塔等

種　 　 別 届 出 対 象 行 為     

建
 
築
 
物

建築物， 建築設備

・ 新築， 増築， 改築， 移転 高さ が１ ０ ｍま たは床面積の合計が１ ０ ㎡を 超える も の  

・ 外観を 変更する こ と と な  
　 る 修繕， 模様替え， 色彩の
　 変更

そ の行為に係る外観の部分の面積の合計が外観全体の面
積の１ ／２ を超える もの（ 以下同じ 。 ）

・ 除却 床面積の合計が１ ０ ㎡を 超えるも の  

（２）届出の対象となる建築物等の規模　【景観法第１６条第７項第１１号関係】

全て

高さ が４ ｍを超える もの

届 出 対 象 規 模     
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次に掲げる基準を ， 行為の制限に関する景観形成基準と し ま す。

建築物■

工作物■

敷地内の位置

外観の意匠
　 遺跡およ び周辺の景観と 調和のと れた落ち着いた意匠と する 。1

位　 　 　 置

　 太陽光発電設備は， 遺跡の主要な眺望点およ び道路等の公共な場所から 直接見えないよ う ，5
　 植栽等によ る 遮へいを するなど ， 遺跡景観に配慮する 。

外観の意匠
およ び色彩

規　 　 　 模

項　 　 目

　 色彩は， 建築物の外観の色彩基準と 同様と する 。2

規　 　 　 模

　 遺跡およ び主要な眺望点（ 縄文文化交流セン タ ー， 大船遺跡管理棟， 以下同じ 。 ） から 直接2
見えない位置と する よ う 配慮する 。  

　 屋根， 外壁等の色彩は， 遺跡およ び周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

　 現在の地形や水源， 水脈等を 維持でき る 位置と する よ う 配慮する 。3

　 遺跡およ び周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

　 遺跡およ び周辺の景観と 調和のと れた落ち着いた意匠と する 。1

　 高さ は 以下と する 。 ただ し ， 市長が函館市都市景観審議会の意見を 聴いた上で景観上1 13m
　 支障がないと 認める 場合は， こ の限り ではない。

　 建築物の屋上に設置さ れる ア ン テ ナは， 建築物本体から の高さ が３ ｍ以下と する 。2

　 遺跡およ び道路等の公共の場所に面する 部分は， でき る限り 後退し ， 遺跡景観に配慮する 。4

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

　 遺跡およ び周辺の景観と 調和のと れたも のと する 。1

　 遺跡およ び主要な眺望点から 直接見えない位置と する 。 た だ し ， やむを 得ず設置し ， かつ景観2
　 上支障のない場合は， こ の限り でない。

　 高さ は ｍ以下と する 。 エ レ ベータ ー機械室， 階段室そ の他こ れら に類する 建築物の屋上部分13
の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の１ ／８ 以内の場合においては， そ の部分の高さ
の５ ｍま では当該建築物の高さ に算入し ない。 建築物の屋上に設置さ れる 高架水槽およ び冷却塔
は， 建築物本体から の高さ が５ ｍ以下と する 。
　 た だし ， 市長が函館市都市景観審議会の意見を 聴いた上で景観上支障がないと 認める 場合は，
こ の限り ではない。

　 外壁等に用いる 材料およ び仕上げは， 遺跡景観に調和する よ う 配慮する 。2

外観の色彩 　 遺跡景観と 調和のと れた色彩に配慮し ， 屋根， 外壁の色彩は， 日本工業規格のＺ に定める2 8721
　 色相， 明度およ び彩度の三属性によ る 赤 Ｒ ， 橙 Ｙ Ｒ ， 黄 Ｙ の色相においては彩度６ 以( ) ( ) ( )
　 下， そ の他の色相においては彩度４ 以下を 基調と する 。

項　 　 目

　 遺跡およ び道路等の公共の場所に面する 壁面位置は， でき る 限り 後退し ， 遺跡景観に配慮す4
　 る 。

（３）建築物等の行為の制限の基準　【景観法第８条第４項第２号関係】

　 現在の地形や水源， 水脈等を 維持でき る 位置と する よ う 配慮する 。3

景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準
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そ の他■

（４）事前協議制度

　 堆積の場所が遺跡や道路等の公共の場所から 直接見えないよ う ， 植栽等によ る 遮へいを する2
　 など ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮する 。

項　 　 目 景　 　 観　 　 形　 　 成　 　 基　 　 準

土石類の採取

水面の埋立て
　 現在の地形や水源， 水脈等を 維持する と と も に ， 埋立て後の状態が遺跡およ び周辺の景観に調
和する よ う 配慮する 。

　 現在の地形や水源， 水脈等を 維持する と と も に ， 変更後の状態が遺跡およ び周辺の景観に調和
する よ う 配慮する 。

木竹の伐採

駐　 車　 場
　 駐車場を 整備する場合は， 遺跡や道路等の公共の場所から 直接見えないよ う ， 植栽等によ る 遮
へいを する など ， 遺跡景観に調和する よ う 配慮する 。

　 行為の場所が遺跡や道路等の公共の場所から 直接見えないよ う ， 植栽等によ る 遮へいを する な
ど ， 周辺の景観に調和する よ う 配慮する 。

　 遺跡およ び主要な眺望点から 直接見える 木竹， ま たは， 現代的構築物を 遮へいし ている 木竹の1
　 管理は， 遺跡景観に調和する よ う 配慮する 。

　 遺跡景観に調和する よ う 配慮する 。1

　 空地およ びのり 面は， 植栽等によ る 修景を するなど ， 遺跡景観に調和する よ う 配慮する 。

屋外における
土石， 廃棄

物， 再生資源
そ の他の物件

の堆積

　 木竹の適正な管理のために伐採する場合は， 伐採後の土地利用に応じ ， 植樹を するなど 遺跡2
景観に調和する よ う 配慮する 。  

植　 　 　 栽

土地の形質
の変更

　 縄文遺跡群都市景観形成地域においては， 事前協議制度を 導入し ， 当該地域で建築物およ び工作

物の新築・ 増築・ 改築も し く は移転， 外観を変更する こ と と なる修繕もし く は模様替えまたは色彩

の変更等を 行う 場合， 景観法に基づく 届出に先立っ て， 計画の初期段階において行為を し よ う と す

る者と 市が事前協議を行う こ と によ り ， よ り 適切な景観誘導を図り ま す。
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（１）対象区域

広告景観整備地区

図６ 　 広告景観整備地区

　 西部地区都市景観形成地域である弥生町， 大町
の全部およ び船見町， 弁天町， 末広町， 元町， 豊
川町の一部（ 図４ のと おり ）

　 景観計画と なっ ている市全域においては， 景観への過度な干渉， かく 乱， 阻害を 避けるため， 景観

を 構成する重要な要素である広告物についても ， 函館市屋外広告物条例によ り ， 地域の土地利用規制

の状況や環境の特性に応じ て， 広告物の形態や表示面積およ び高さ など の許可基準を定め， 適切な規

制・ 誘導を 図り ます。

2  広告景観整備地区における行為の制限に関する事項

　 西部地区都市景観形成地域においては， 歴史性を 活かし た新たな創造と 歴史的景観の保全が一体と

なっ た ， 調和のと れた活力ある町並みの形成を 図るため， 総合的な取り 組みが必要です。

　 こ のため， 函館市屋外広告物条例によ り ， 西部地区都市景観形成地域全域を 広告景観整備地区に指

定し ， 基本方針に基づき 広告物について， 函館市全域における基準よ り も さ ら にき め細やかな許可基

準を定め良好な景観形成を図り ま す。

第４章

 屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に
 関する行為の制限に関する事項

【景観法第８条第２項第４号イ関係】

1  市域全域（広告景観整備地区を除く）における行為の制限に関する事項

対象区域 区域面積

約120ha
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　 景観形成街路およ び景観形成街路沿道区域， 伝統的建造物群保存地区の公道およ び公道に面し た区

域において， 次の広告物を表示し よ う と する場合は， 届出を し ても ら う こ と によ り 景観誘導を図り ま

す。

ア 　 自己の事務所ま たは営業所に表示し ， ま たは設置する自己の事業もし く は営業の所在，

　 名称， 内容， 商標または販売する商品の名称もし く は内容を表示するも の（ 自家用広告

物） で， 表示面積の合計が１ ㎡を超え１ ０ ㎡以下のもの。  
イ 　 煙突， ガス タ ン ク ま たは油タ ン ク に表示する広告物で， 表示面積の合計が１ ㎡を超える

　 もの（ 壁面に直接表示さ れた壁面広告物で， 営利を目的と し ないも のである こ と ｡)

歴史的な町並み景観に配慮し た広告物によ り ， 地区の良好な景観の保全を 図り ます。

イ 　 魅力ある 都市景観の創出

優れたデザイ ン の広告物によ り ， 地区の良好な景観の向上を 図り ます。

（４）事前協議制度

　 景観形成街路およ び景観形成街路沿道区域， 伝統的建造物群保存地区の公道およ び公道に面し た区

域において広告物を 表示し ， ま たは掲出物件を 設置し よ う と する場合， 函館市屋外広告物条例に基づ

く 許可申請や届出に先立っ て計画の初期段階において行為を し よ う と する者と 市が事前協議を行う こ

と によ り ， よ り 積極的な景観誘導を図り ま す。

（３）届出制度

（２）広告物の表示または掲出物件に関する基本方針

ア 　 歴史的な町並み景観の保全

図７ 　 広告景観整備地区
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縄文遺跡群都市景観形成地域

景観形成計画（ 案）

函 館 市  
令和３ 年 年 ７ 月予定( 2021 )
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第１部　縄文遺跡群都市景観形成地域の概要

１　概要

① 　 垣ノ 島遺跡地区

② 　 大船遺跡地区

「 国土地理院地図を 加工し て作成」

縄文遺跡群都市景観形成地域

　 垣ノ 島遺跡は， 太平洋に面し た高台に位置する縄文時代早期前半から 後期後半（ 紀元前７ ， ０ ０ ０

年～１ ， ０ ０ ０ 年頃） の約６ 千年間の長期にわたる定住を顕著に示す拠点集落である と と も に， 長さ

１ ９ ０ ｍを 超える大規模な盛り 土遺構をはじ め， 副葬品の足形付土版や竪穴建物跡から 儀礼に伴う 道

具が数多く 出土するなど ， 当時の精神性を 示す遺構や遺物が数多く 見つかる貴重な遺跡です。

　 本地区は， こ の垣ノ 島遺跡の価値を 持続的に保護する ために必要な地域であり ま す。

　 大船遺跡は， 太平洋に面し た高台に位置する縄文時代前期後半から 中期後半（ 紀元前３ ， ５ ０ ０ 年

～２ ， ０ ０ ０ 年頃） の大規模な集落遺跡で， こ れま でに１ ０ ０ 棟以上の竪穴建物跡， 盛り 土遺構， 土

抗群等が確認さ れ， 深さ ２ ｍを超える大型の竪穴建物が特徴です。 東北地方や北海道中央部から もた

ら さ れた土器や石器など の遺物が出土し ている こ と から ， 活発な交易が行われ， 地域の拠点集落と し

て栄えたこ と が窺える遺跡です。

　 本地区は， 大船遺跡の価値を持続的に保護するために必要な地域であり ます。

　 本地域は， 遺跡が所在する地区毎に垣ノ 島遺跡地区と 大船遺跡地区に分かれており ， 主に海岸段丘上に

立地し ， 水産資源豊富な太平洋に面し ， 後背地に森林資源に恵ま れた落葉広葉樹の森が広がっ ていま す。

　 地域内に所在する史跡垣ノ 島遺跡と 史跡大船遺跡は縄文時代の集落遺跡で， 竪穴建物跡や盛り 土遺構な

ど 多数の貴重な遺構や遺物が確認さ れ， 国指定の史跡と なっ ている重要な遺跡である こ と から ， 人類に

と っ て貴重な文化資産と し て ， ユネス コ 世界文化遺産への登録を めざ し ており ， 本遺跡群と 周辺は， 一体

と なっ て縄文時代を 感じ さ せる遺跡景観を 有する地域と なっ ています。
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２　位置づけ

３　景観特性

４　現況

５　景観形成上の課題

　 本地域は， 垣ノ 島遺跡と 大船遺跡の価値を持続的に保護するため， 遺跡毎に必要不可欠なものであり ，

遺跡と 一体と なっ て縄文時代の佇まいを感じ さ せる遺跡景観を有し ていま す。

　 地域内では地域住民の生活や生業が継続し ており ， 住民の理解と 協力のも と で遺跡景観が保全さ れてい

ま す。

　 ま た ， 先に策定し た 「 史跡垣ノ 島遺跡保存管理計画」 ， 「 史跡大船遺跡保存管理計画」 において， 地域

住民に身近な文化的資源を ， 地域の視点， 地域の価値で取り 上げ， そ の拾い上げた資産の管理を 行政のみ

に頼ら ず， 行政を含む地域社会全体が官民協働で守り 継承し よ う と する考え方に基づき ， 史跡を 「 市民遺

産」 と し て位置付け， 広く 社会に浸透さ せるよ う 普及啓発に努める こ と と し ていま す。

　 本遺跡群は長い年月を かけて先人たちが築き 上げてき た歴史の賜であり ， 市民の誇り の根幹を なすもの

であり ま す。

　 そ こ で本計画では， 本地域を縄文遺跡のシン ボル核と 位置づけ， 遺跡を 中心と し た景観保全や縄文時代

の歴史性を 活かし た豊かなま ちづく り を めざし ます。

　 本地域は， 遺跡と 一体と なっ て縄文時代の佇まいを感じ さ せる良好な遺跡景観を 有する一方， 現代的構

築物と し て ， 住居や作業所， 鉄柱等が設置さ れている と と も に， 沿岸住民の災害時避難路を 確保する ため

の臨港道路や国道バイ パス道路の建設計画が進めら れていま す。

　 本地域には， 垣ノ 島遺跡と 大船遺跡が所在し ， そ の周辺には縄文時代と 変わら ない地理的・ 自然的環境

が残っ ている こ と から ， 地域全体の景観特性を 縄文の遺跡景観と し て と ら える こ と ができ ま す。

　 本地域の景観形成にあたっ ては， 遺跡景観の保全と と も に ， 地域の状況をふま えた生活環境の向上を図

る必要があり ま す。

　 そ れは地域住民の遺跡景観の保全意識の醸成を図る上でも重要であり ， 地域への愛着や地域の豊かさ を

生みだすこ と につながっ ていき ま す。

　 遺跡を中心と し た景観保全や縄文時代の歴史性を 活かし た豊かなま ちづく り を めざし ， 本地域をよ り 魅

力ある ものと する こ と が， 景観形成上の大きな課題と なり ま す。
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第２部　景観形成計画

１　基本方針

２　基本目標

① 　 地理的・ 自然的な環境の維持　

② 　 眺望景観の保全

③ 　 遺跡と 生活環境が調和し た景観形成の実現

「 国土地理院地図を加工し て作成」

垣ノ 島遺跡地区

　 遺跡を中心と し た本地域の景観保全や縄文時代の歴史性を 活かし た豊かなま ちづく り を実現するた

め， 次の３ 点を 基本目標と し ます。

大船遺跡地区

　 地域内には， 住居や作業所など 地域住民の日常生活が営ま れていま す。 そ のため， 遺跡景観に配慮

し ながら 豊かな生活を行う こ と ができ る よ う 誘導を 図り ， 遺跡と 生活環境が調和し た景観形成を 実現

し ます。

　 本地域の立地環境は， 縄文時代の生業と 密接に関わる と と も に ， 当時の人々の世界観が強く 反映し

ていたものと 推測さ れ， 重要な価値が認めら れます。 そ のため， 地形， 水源水脈， 木竹など の地理

的・ 自然的な環境を 維持し ま す。

　 縄文時代の環境を イ メ ージし やすい景観の維持と 創出を行い， 遺跡内外から の眺望を 保全し ま す。

　 本地域は， 遺跡の価値を持続的に保護するために必要不可欠な地域であり ， 本市の縄文遺跡のシン ボル

核と 位置づけている こ と から ， 景観形成を 推進する にあたり ， 遺跡を 中心と し た本地域の景観保全や縄文

時代の歴史性を 活かし た豊かなま ちづく り を めざし ます。
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３　計画の対象

４　景観形成の方向

・ 　 現在の良好な地理的・ 自然的環境の保全

・ 　 建築物， 工作物の建築行為および開発行為等に対する規制・ 誘導

・ 　 事前協議制度の活用

・ 　 既存の現代的構築物を遮蔽するための植栽

・ 　 遺跡存立時の樹種の植栽によ る修景

５　景観形成の手法

① 　 景観形成基準の設定

② 　 事前協議

③ 　 助言・ 指導・ 勧告・ 命令

④ 　 景観形成に資する公的事業の展開　

　 市など 公的機関が実施する公共事業にあっ ては， 景観の形成に充分な配慮が必要であるのはも ちろ

んのこ と ， 市民等によ る景観形成を先導し ていく 意味でも ， 積極的に事業を展開し ， 実施し ます。

　 本計画は， 本地域の全域を 対象と し て， 景観形成の方向を 明ら かにし ， 遺跡と 調和のと れた景観の形成

を 図る こ と を目的と し ま す。

　 こ れら の運用に際し ては， 必要に応じ て函館市都市景観審議会の意見を 聴き ながら 進めていく こ と と し

ま す。

　 函館市都市景観条例および函館市景観計画によ る景観形成の手法を 以下のと おり 整理し ま す。

　 地域内の建築行為や開発行為等について， 「 景観形成基準」 を 設定し ま す。

　 地域内の建築行為や開発行為等について， 景観法に基づく 届出に先立ち ， 計画の初期段階において

行為を 行おう と する者と 市が事前協議を行う こ と によ り ， 適切な景観誘導を図っ ていき ます。

　 地域内の建築行為や開発行為等について， 景観形成基準に基づく 助言・ 指導・ 勧告・ 命令を行う こ

と によ り ， 眺望景観の保全と 良好な景観の形成を図っ ていき ます。
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函館市都市景観条例の一部改正（案）の概要

１ 改正の趣旨

本市では，「北海道・北東北の縄文遺跡群」の令和３年７月の世界

遺産登録に向けた取り組みを進めるなかで，史跡垣ノ島遺跡，史跡大

船遺跡およびその周辺の景観を保全するため，函館市都市景観条例に

基づく「縄文遺跡群都市景観形成地域」の指定，「函館市景観計画」

の改定および「縄文遺跡群都市景観形成地域景観形成計画」の策定を

行う予定ですが，それに先駆けて条例の一部を改正しようとするもの

です。

２ 改正の概要

⑴ 一部の都市景観形成地域について，行為の届出の対象行為に「屋

外における土石，廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。），

再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

48号）第２条第４項に規定する再生資源をいう｡）その他の物件の

堆積」を追加します。

⑵ 景観形成街路沿道区域を除く一部の都市景観形成地域においては，

建築等の行為の届出前に，事前協議を行うよう規定します。

⑶ ⑴，⑵の改正に伴う手続きに関する規定を整備します。

※ ⑴および⑵の一部の都市景観形成地域は，縄文遺跡群都市景観形

成地域を想定しています

３ 施行日

公布の日から起算して１０日を経過した日を予定しています。

※ 「縄文遺跡群都市景観形成地域」の指定，「函館市景観計画」

の改定および「縄文遺跡群都市景観形成地域景観形成計画」の策

定の施行は，令和３年７月１日を予定しています。
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